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「一般貸切旅客自動車運送事業の管理の受委託について」の一部改正について 

 

平素より当協会の運営に関して格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「一般貸切旅客運送事業の管理の受委託について」（平成１６年６月３０日付

国自総第１４１号・国自旅第８１号・国自整第５３号）の一部を別紙の改正欄

のとおり改正することについて、平成２８年１２月２０日付で国土交通省自動

車局長より通達がありました。その旨了知されるとともに、貴協会傘下会員に

対し周知方よろしくお願いいたします。 

 

 

 






















